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【根拠法令等】 
地方独立行政法人法 

第２８条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度に おける業務の実績に

ついて、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの

調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行

わなければならない。 

３ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の

結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地

方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規

定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を設立団体の長に報告す

るとともに、公表しなければならない。 

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。 

 
第３０条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期 間における業務の実

績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこ

れらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評

定をして、行わなければならない。 

 
（財務諸表等） 

第３４条 地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関す

る書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、

当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、これに当該事業年

度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関す

る監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、

監事及び会計監査人の意見。第四項及び第九十九条第八号において同じ。）を付けなければならない。 

３ 設立団体の長は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。 

４ （略） 

 
第３１条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立行政法人

の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果

に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならな

い。 
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(2) 評価委員会は提出を受けた報告書等について法人の意見を聴取し、評価結果を
知事が９月定例議会に報告できるように評価を実施する。  
 
《評価のポイント》  
・法人の意見を受けて、できる限り定量的な評価指標を設定するとともに、評価

基準に基づいて客観的に評価する。  
・一つの指標のみで適切な評価が困難な項目については、複数指標設定や定性的

な評価項目の達成状況を基に評価する。  
・評価基準に基づいて客観的に評価することが困難な項目については、委員の協

議により評価する。 
・法人全体としての業務運営、財務内容等の経営面を評価する一方で、人材育成・

研究の状況についても、その特性に配慮し、事業の外形的・客観的な進捗状況
を確認する。  

・必要に応じて、改善すべき事項や目標設定の妥当性等を記述する。  
 
５ 評価を受ける法人が留意すべき事項（案） 

評価を受ける法人が留意すべき事項について次のとおり示す。 
(1) 評価委員会は法人から示される指標等を基に評価を行うことから、法人は自ら

行う自己評価・自己改善を基に説明責任を果たすことが基本であること。 
 
(2) 法人は、達成状況を客観的にあらわすためにできる限り数値指標等の指標を設

定すること。また、定性的な指標の場合には、その達成状況が明らかになるよう
工夫すること。  

 
(3) 法人における内部評価については、以下のとおりとする。 

法人は、県民の視点に留意し、法人が行う内部評価に際して用いる指標や基
準・結果・活用について、できる限りわかりやすく説明すること。  

 
(4) 法人は、各項目について以下の点に留意しつつ自由に記載することができるも

のとする。  
① 法人化のメリットを活用して、自主自立的な病院運営をめざした財政、組織、人

事などの面での特色ある取組  

② 自主自立的な病院運営や人材育成、研究活動等を円滑に進めるための様々な工夫  

③ 自己点検・評価の過程で、中期計画を変更する必要がある、あるいは、変更につ

いて検討する必要があると考えられる場合は、その状況。 

④ 中期計画の達成に向けて支障が生じている(あるいは生じるおそれがある)場合に

は、その状況、理由（外的要因を含む） など 

 
 
６ 法人の年度業務実績報告書（案）及び評価結果報告書（案）のイメージ 

法人が作成し、評価委員会に提出する年度業務実績報告書及び、評価委員会が作
成する評価結果報告書のイメージは以下のとおりである。 
【参考資料２】年度業務実績報告書（案）と評価結果報告書（案）のイメージ 


